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に準じ、 2価法を採用しているが、三準や二分度三分度によっても変化する

という。かかる休符の制度は音符のばあいのごとく、白符定量記譜法の組織

に類似しているけれども、異なるところも多い。たとえば、休符の形象は半

分（ミニマ休符）以下が同じではない。

総じていえば、 『律呂正義』続編の音符休符の記譜システムは一方におい

て、ヨーロッパ15世紀以来の白符定量記譜法の組餓に非常によく似ているが、

他方において音符や休符の分割ないし増減に際し完全に 2分割ないし 2価法

を使用するなど、近現代の記譜法にかなり接近していることも否めない。か

かる同楽制の新旧併存的性格は17世紀のヨーロッパ音楽が旧来の楽則の合理

化等をとおして、和声的調性音楽の完成を摸索していたことに起因しており、

その変革期に固有の楽理上の混乱がまさに当時のヨーロッパ音楽の実情であ

り、楽理上の混乱の直接的反映が続編のシステムにほかならないのである。

(1990.4.25) 

［後記］
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（＝大半準の音価）を一定の比率で縮小ないし拡大することである。

第14項“八形号配合音節”は大半準に即する八形号の“遅速長短の節”の

説明であるが、 4 声（最高声• 高声• 中声・下声）のスコア譜にたいするこ

とをのぞけば記述に目新しいところはない。

第15項“八形号準三分度"は再ぴプロボルティオの説明である。ただし第

13項の三準（平分度）が音符の基本価 <Cの音価）の平分 (2分の 1縮小）

を基礎とするにたいして、いわゆる三分度は基本価の三分 (4分の 3縮小）

を基礎とする点がそれに異なっている。三分度の音価を記せば（手勢の 1抑

1揚= 1度）一―-。

長＿

6

3

倍

――
 

@

@

 

準

準

半

半
大

小

長緩中半小速最速

3 3/2'J/4(2/3) 別8(1/3)'!/16(1/6) 別:il(l/12) 晦 (1/:M)

'J/2 '!/4(2/3) 叫8(1/3) 別16(1/6) 3'包(1/汎） 別61(1/倣） 糾訟(1/48)

中、括弧外の数字は真の音価を示し、括弧内の数字は歌奏時に代用する仮

の音価である。なお白符定最記譜法では、 “大半準の三分度"のプロポルティ

オ記号は 3分の 1縮小にたいして用いられたといわれている。

第16項“平分度三分度互易為用"は最初に平分度と三分度の連用を例とし

て“楽音の遅速”テソボを変通する方法をのべ、つぎにそれに関連してテン

ボを変える種々の方法を紹介している。 (1)広度や(2)形号傍加一点などがそれ

である。広度はプロボルティオの 1種であり、 2倍に音価を拡大することを

いう。形号傍加一点は現行記贈法の付点 dotに等しく、音符に付けられた点

は本音にその音価の 2分の 1をプラスすることを意味する。同項はまた古法

＝遣棄された方法として、白符定最記譜法のコロル color(中形号の塗黒を

以て差速の記と為す）や分割点 punctusdivisionis (各形号の傍において各

頂点式を綴り、以て度分を別く）にも言及している。

第17項“楽音間欧度分”は休符 restにかんする説明である。休符の名称

は音符に等しく、 (1)倍長分(2)長分(3)緩分(4)中分(5)半分(6)小分(7)速分(8)最速分

とよばれる。その形号は図 9のとおりである。休止の時価は音符のシステム

苫己円 月 目
゜ ~ ~ ↑ j 

翫巳 I I "' ‘ 
枷ヽ／ ヽ

図 9
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その形状はセミプレヴィス以下の 5符の符頭が菱形であるのをのぞいて、ほ

ぽ続編の八形号に等しい。基準音価は手勢の 1抑 1揚タクトゥス tactusに

とり、セミプレヴィスによってそれを表示する。各音符の音価は基準音価を

逍増ないし逍減して定めていくが、増法ないし減法には完全 perfectum= 
3価法と不完全 imperfectum= 2価法があり、 8音符の 7間隔のうち、プ

レヴィスとセミプレヴィスの間＝テソプス tempusおよびセミプレヴィスと

ミニマの間＝プロラツィオ prolatioには 2価法ないし 3価法のいずれかを

用い、それ以外には 2価法を使用する。 4種の拍子――-(1)不完全テソプス不

完全プロラツィオ tempusimperfectum cum prolatione imperfecta (2)不

完全テソプス完全プロラツィオ tempusimperfectum cum prolatione perfecta 

(3)完全テソプス不完全プロラツィオ tempusperfectum cum prolatione 

imperfecta (4)完全テソプス完全プロラツィオ tempusperfectum cum 

prolatione perfectaがその結果である。拍子記号としてはテソプスの完全

に円、不完全に半円、プロラツィオの完全に点を採用している（図 8)。続

↓ ↓ ↓ ↓ ..................... C 

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ .................. .. 

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ............ .. 
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ........... . 

図 8
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 。編の音組織に対応するのはいうまでもなく、その完全に 2価法による不完全

テソプス不完全プロラツィオであり、楽譜の冒頭、音部記号・変位記号につ

づいてCを記譜するのがまさにそのばあいである。

第13項“八形号定為三準”は“節奏の緩急”テソボ tempoの基準として

を与えている。 (1)全準 (2)大半準 (3)小半準がそれに相当する。三準の八

形号は手勢の 1抑 1揚を 1度として、それぞれ

倍長 長 緩 中 半 小 速 最速

全 準〇 12 6 3 3/2 3/4 3/8 3/16 3/32 

大半 準 C 8 4 2 1 1/2 1/4 1/8 1/16 

小半準 C 4 2 1 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32 

のごとき音価を有している。大半準と小半準は記号まで含めて、白符定量記

譜法の不完全テソプス不完全プロラツィオとその 2分の 1縮小プロボルティ

オ・ドゥプラ proportioduplaに等しいけれども、全準はそうではない。な

おプロボルティオとは、音符の基本価イソテゲル・ヴァロール integervalor 

(22) 
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は過渡期のため、教会旋法の影磐が色濃く残っており、そこではヘクサコー

ド教会旋法による和声とヘプタコード全音階的和声が混然と併用されていた

のである。この中世的要素と近代的要素の併存という点にかんしては、続編

の記す音符休符の定量的記譜法においても再度みいだすことができるであろ

う。

匂 音符休符の定量的記譜法

『律呂正義』続編は第10項以下、一転して楽音の長短の記譜法について説

明する。リズム rhythmの表示なしには、正確に音楽を記することなど不可

能だからである。

まず第10項“楽音長短之度"は音の長短の表記にかんする総論である。楽

音の長短を記すには(-)長短に一定の基準をとり、（二）それに則って一定の形号

を決めるべきであり、その基準音価としては手勢の抑揚を採用し、 “手の

揚を取りて半度と為し、一抑を半度と為し、一抑一揚を合わせて全度と為す”

とのべている。

第11項“八形号紀楽音之度”および第12項“用八形号之規”は八形号=8

個の音符 noteの形象を図示し、その名称と音価について説明を加えている。

音符の名称はそれぞれ(1)倍長分 (2)長分 (3)緩分 (4)中分 (5)半分 (6)小分 (7)速

分 (8)最速分とよばれ、その形号は図 7のとおりである。音符の示す音長は

倍長緩中半小
長

最
速

速

吋 届 " eー ー` 0ー

7 i
 

図 7

“手勢の一抑ー揚”をもって全度ないし中分の音価とし、その基準音価を順

次倍倍あるいは半半にして各音価を定めていく。音符の形象や 2進 (2価）

の原則は現行の記譜法と同様であるけれども、音符の音価は固定的であり、

現行法と同じではない。

かかるシステムは、ヨーロッパの白符定最記譜法 whitemensural notation 

の組織に類似しているといわねばならない。白符定最記譜法とは、楽音の長

短を定量的に表示する記譜法の 1種である。基本符として白符 whitenote 

を多用するところにその名の由来がある。 15世紀中頃から 17世紀初頭にかけ

て行なわれたという。音符の名称は緩符から速符へ(1)マキシマ maxima(2)ロ

ソガ longa(3)プレヴィス brevis(4)セミプレヴィス semibrevis(5)ミニマ minima

(6)セミミニマ semiminima(7)フーサ fusa(8)セミフーサ semifusaとよばれ、

(23) 
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ヘ読み易えなければ階名を唱えることができない。これが階名の読み易え＝

ムタツィオの存在するゆえんである。第 8項“半分易字"はそのムタツィオ

の原則を記し、 “もし（声字）上起して拉を出で、下落して烏を過ぎれば、

則ち七楽名の第二楽名拉鳴勒• 第五楽名拉朔勒の両楽名の内の一字を以てこ

れを易う”云々とのべている。図 5のばあい、拉朔勒=d 2音の勒は上品の

乏
烏

拉
嗚

拉
朔
勒

朔
乏
烏

乏
鳴

拉
鳴
勒

朔
勒
烏

゜
゜゚

図 5 烏勒鳴乏勒鳴 乏朔 拉

朔を読み易えたものにほかならない。

第 9項“新法七字明半音互用”は名のごとく新法の説明であり、その制度

は第 7第 8項に記す中世のヘクサコードの組織とは全く別のシステムを採用

している。その新たな制度はすなわち、(-) "七字を以て七楽に配す’＇一—-ヘ

クサコードの階名の(1)烏(2)勒(3)嗚(4)乏(5)朔(6)拉に第 7の犀シ siを増し、そ

の 7シラプルをもって 7幹音の音名(1)c (2) d (3) e (4) f (5) g (6) a (7) hを示すこ

と（固定ド唱法）、（二）七楽名の各調—(1) ハ調 (2) 二調 (3)変ホ調(4) へ調 (5) 卜調

(6)イ調(7)変口調の長音階を考え、変位記号を用いてそのヘプタコード七音音

階を表示すること、を主要な改革点としており、現行のシステムと基本的に

等しい。だが各調長音階の説明には五線譜を用いず、 “一絃全度”を首音と

する七声の度を用いている（図 6) 。

拉
＿
朔
勒

拉
＿
鳴

＃鱈烏
拉
薔
勒

-tf 
乏朔拉
鳴乏朔

烏勒

首
音
為
拉
朔
勒

図 6
1/: 1/: 

—勒—鳴一乏朔ー拉ー即—烏勒

かかる第 7第 8項と第 9項のあいだの内容上の矛盾は直接には、 17世紀ヨー

ロッパ音楽の先進地であったイタリア出身の宣教師、ペドリニによる最新理

論の補箪に帰すことができるであろうが、より根底的には、その17世紀が中

世的教会旋法の音楽から近代の和声的調性音楽へのあわただしい過渡期であっ

た、ことに由来するととらえなければならない。ョーロッパ17世紀の音楽に

(24) 
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ると推定しなければならない。

その西洋のヘクサコードの組織であるが、それは11世紀にグィード・ダレッ

シォが体系を定め、 13世紀にヒエロニムス・デ・モラヴィア Hieronymus

de Moravia が敷術して音域G~ いのうえに 7つの音列を作り（図 4)、17

現代ドイ
ッ土名 G

ヘクサコ r 
音名

1. ut 

向 A

A H C d 

A B C D 

re mi fa sol 

2. ut re 

e f g a 
← 此杜-<>-‘‘ 

E F G a b b C 

la 

mi fa sol la 

3. ut re mi fa sol 

4. ut re nll fa 

5. ut 

,11 e1 fl g' a' b• h' c• d> e• 

―¥¥It ゜o) V 

d e f g a a b b b b C C d d e e 

la 

sol la 

re mi fa sol la 

6. ut re mi fa sol la 

7. ut re mi fa sol la 

世紀にいたり調性音楽の進展にともなって自然に消滅したといわれている。

その 7つのヘクサコードは 3種すなわち、 (1)硬いヘクサコード hexachordum

durum (2)自然のヘクサコード hexachordum naturale (3)柔らかいヘクサ

コード hexachordummolleに分類することができる。図 4の第 1第 4第 7

の音列がその硬いヘクサコードであり、第 2第 5の音列が自然のヘクサコー

ド、第 3第 6の音列が柔らかいヘクサコードである。ヘクサコードに‘硬'

‘柔’の名があるのは、音列の第 3音に硬い口音 bdurum=現在の h音、

または柔らかい口音 bmolle=現在の b音を用いることに由来しているが、

その内部の音構成についていえば、 3種のヘクサコードはいずれも中央に半

音をおき、前後に 2つずつ全音をならべ、全く同形式である。

上中下三品の制は簡潔な音標式の音名表示法をもっていないけれども、ヒ

ェロニムスの組椴の 1種のヴァリエーショソに相当すると解さなければなら

ない。なぜなら、(—)音域は一致し、（二）上品は硬いヘクサコード、中品は自然
のヘクサコード、下品は柔らかいヘクサコードに等しく、⑮第三楽名の剛記

は硬いヘクサコードの硬い口音、柔記は柔らかいヘクサコードの柔らかいロ

音を意味し、⑲第 8項の“半分易字”（後述）はヘクサコードのソルミゼー

ショ‘ノに生じるムタツィオ mutatioに対応しており、両制の網領的理論が

1対 1に対応することはあまりに顕著だからである。

さて実際の旋律はしばしばヘクサコードの音域をこえて展開していくが、

ヘクサコードのソルミゼーショソにおいてはそのばあい、別なヘクサコード

(25) 
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その説明図である。 (1)首線の“朔勒烏"は g音ないし g線を示し、 (2) "拉鳴

勒"は a音ないし a線、 (3) "乏嗚”は h音ないし h線、 (4) "朔乏烏"は c音

ないし c線、 (5) "拉朔勒"は d音ないし d線、 (6) "拉鳴”は e音ないし e線、

(7) "乏烏”は f音ないし f線を示す、と解することができる。

だが“楽名七級、ただ一図を列するは、以て声字の何品調に属するかを明

らかにするに足らず、故にまた図を列す”。その図が“上中下三品紀楽名七

級図” （図 3) であり、その解説が第 7項の“上中下三品紀楽名七級’’であ
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鳥

烏
鳴
勒
烏
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勒
烏

る。図 3の音域は声楽等の実際から、 Gから f2の 3オクタープ octaveにま

たがると解すべきであるが、楽名七級と三品の関係はその幹音にたいして、

“第一楽名朔勒烏の烏、第二楽名拉鳴勒の勒、第三楽名乏鳴の鳴、第四楽名

朔乏烏の乏、第五楽名拉朔勒の朔、第六楽名拉鳴の拉、みな上品に属し”、

第 4幹音の烏、第 5幹音の勒、第 6幹音の鳴、第 7幹音の乏、第 1幹音の朔、

第 2幹音の拉が中品に属し、第 7幹音の烏、第 1幹音の勒、第 2幹音の鳴、

第 3幹音の乏、第 4幹音の朔、第 5幹音の拉が下品に属す、と与えられてい

る。これは(l)Gや g、 g1から始まる音列が上品に属し、 (2)C や C 1から始ま

る音列が中品、 (3)fや f1から始まる音列が下品に属するということである。

だが所与の 7幹音によるかぎり上品の音列に、第 6音と全音へだたる第 7音

を加えることが不可能であるからには、上中下三品の制は七音音階ではなく、

六音音階ヘクサコードからなるととらえざるをえず、したがって同制はまさ

に、ヨーロッパ中世の音陪理論の基礎をなす、ヘクサコードの組織に対応す

(26) 
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が書かれはじめ、 15• 16世紀の頃に水平線の数が 5本になり、その形式が定

められたといわれている。

第 3項“二記紀音"は変位記号 accidentalsの説明である。 “およそ楽は

剛柔二端を出でず、故に剛柔二記を用いて以て清濁の互いに易りて用を為す

の号を紀す”として、 (1)柔記のレフラット flatと(2)剛記の＃シャープ sharp

を与える。卜記は幹音より半音低い濁声ないし柔音を示し、柔楽に用い、＃

記は半音高い清声ないし剛音を示し、剛楽に用いるといい、その 2記は同時

に調（宮調）を示す記号でもあるとのべている。

第 4項“六字定位”は楽音の相対的高低を示す階名唱法ソルミゼーション／

について説いている。その要点は、 (1)烏ウト ut(2)勒レ re(3)鳴ミ mi(4)乏

ファ fa(5)朔ソ sol(6)拉ラ laの 6シラプルをもって階名とし、それによって

“声音の位を定む”――ミ半音音程の位置を示すところにある（図 1) 。だが

゜゜゜図 1

Q 
烏勒嗚乏朔拉 O

続編が六字によって階名を記し、そこに第 7音のシラブルが存在しないから

といって、その音階がただちに西洋中世のヘクサコード hexachord六音音

階を意味するというわけではない。 “それ絃音七声の度、五全分二半分あり。

いまただ六字を用いてこれを紀す"とあるからには、続編の音階（声）がヘ

クサコードに第 7音（無名）を加え、すでにヘプタコード heptachord七音

音階を描成していたことは否めないからである。なお階名唱法の直接の起源

は中世イタリアの音楽理論家、グィード・ダレッツォ Guidod'Arezzo (990 

頃~1050頃）の発明にかかるといわれている。

第 5項“三品明調"は音部記号 clefの説明である。五線上の音の絶対的

高低を決め“調の等差を明らかにす”るために、 (1)上品の形号すなわちト

記号・高音部記号 (2)中品の形号すなわちハ字記号・中音部記号 (3)下品の形

号すなわちへ字記号・低音部記号を瑯入している。三品の形号は現行の記号

とやや形を異にするも大差ない。また上品は首線または二線のうえにかき、

中品は二線三線四線に、下品は四線五線にかくと記している。

第 6項“七級名楽”は音名 pitchnameの唱法について説き、‘‘楽名の七

級 (7幹音の音名）を用いて以て絃度の七音を明らかにし”ている。図 2が

乏烏―七――
拉嗚—六――
拉 朔 勒―ー五＿
朔乏烏―—四――
乏 ＃ー鳴―—三＿

図2 拉 嗚 勒一ー一—
朔勒烏―--
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ーさせるのである。その点につけば、同書は『数理精蘊』などと同じく、

今律暦学の集大成としてのみならず、 “中西会通”的思惟の成果としても把

握しなければならない。

『律呂正義』の完成には王蘭生・魏廷珍• 梅袈成の尽力が多大であったと

いわれるが、続編の完成には音楽に堪能なヨーロッパの宣教師の存在も不可

欠であった。康煕期には、漠語で綴られた西洋音楽書など皆無であつたから

である。ボルトガル人耶節会士の徐日昇トメ・ペレイラ TornらPereira(1645 

~1708) と、イタリア人遣使会士の徳理格テオドリコ・ペドリニ Teodorico

Pedrini (1670~1746) がその続編の絹纂に関係した宣教師である。

だが『律呂正義』続編のフレイムワークはペレイラとペドリニの購ずると

ころにかかるとはいえ、かれらが同時期に一致協力してそれを作りあげたの

ではない。プーヴェの『康煕帝伝』、続編の“総説"や構成、 “徳理格馬国

賢上教王書”などにもとづけば、最初にペレイラ編の漠語の音楽教科書があ

り、ペドリエがそれに修補を加え、続編の基本的形式を定めたと解さなけれ

ばならない。

『律呂正義』続編 1巻を最終的に完成させたのは、むろん蒙旋斎の詞臣た

ちであったけれども、同書の整然とした構成については、その功をペレイラ

とペドリニに帰す必要がある。同書は第 1項が“続絹総説"であり、以下第

2~ 第 9項において楽音の高低にかんする五線譜とソルミゼーショ‘ノ

solrnisation を説き、第10~第17項において楽音の長短にかんする音符休符

などの記譜法をのべ、第18項の“楽図総例”において同巻をしめくくってお

り、その構成が西洋の楽典 musicgrammarのそれと一致しているためである。

だが『律呂正義』続編の説く記譜規則は、楽音の高低と長短を正確に表示

することを最優先にしているけれども、近現代の記譜法と完全に等しいわけ

ではない。従来の音楽史研究が続編のシステムを十分に解明しえなかったゆ

えんは、その近代記譜法との不一致にあり、われわれがヨーロッパ17世紀の

記諮法の史的展開を考査し、続編の規則と相互に対比しなければならぬゆえ

んも、その両制の異質性にある。

(:::.) 五線譜とソルミゼーション

『律呂正義』続編は西洋音楽の記譜規則の説明を、楽音の高低を与える五

線語の呈示でもって開始している。すなわち、第 2項“五線界声”において

規則の第一として五線諮を図示し、 “およそ度曲の声字（階名）は七音に過

ぎず、第八に至りてなお首音に合す。因りて五線を用いて以て声音の序を界

す”云々と解説するのがそれである。五線譜は西洋音楽史では、 10• 11世紀

頃から旋律の上り下りを示すネウマ neumaに、音高の基準としての水平線

(28) 
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『律 呂正義』続編について

ー ― 西 洋 楽 典 の 東 漸

川原秀城

H 律暦淵源と律呂正義続編

『律呂正義』 5巻は消朝康煕帝欽定の音楽理論書である。天文学書の『暦

象考成』 42巻、数学書の『数理精蘊』 53巻とともに、科学宝典『律暦淵源』

の一部を構成している。

『律暦淵源』の編纂事業は、次のごとく進展していった、と整理すること

ができる。 H康煕五十一年 (1712) 、陳厚耀が“歩算諸書を定め、以て天下

に恵むを請う"。（二）五十二年九月、聖祖が和碩誠親王の允祉等に、 “律呂算

法諸書"の修輯を命じる。伺五十三年十一月、允祉等が『律呂正義』を進呈

する。⑲六十一年六月、 『数理精蘊』 『暦象考成』が告成。（母碓正二年 (17

24) 、世宗が 3書を合編し刊行する。

『御製律暦淵源』 100巻は 3部よりなり、次のごとき構成を有している。

I『暦象考成』 42巻

上編“揆天察紀"16巻、下編“明時正度"10巻、表16巻

II『律呂正義』 5巻

上編“正律審音" 2巻、下編“和声定楽" 2巻、続編“協均度曲" 1巻

Ill『数理精蘊』 53巻

上編“立網明体" 5巻、下編“分条致用"40巻、表 8巻

上編は暦律算各学の淵源を明らかにし、下編はその致用の術を記している。

『律暦淵源』の“纂修編校諸臣職名”表には、同書の簗修に従事した官員

の姓氏がみえる。 “承旨頷修”の和碩荘親王の允禄と和碩誠親王の允祉、

“彙編”の何国宗と梅殻成、 “分校”の魏廷珍• 王蘭生・方位などがその人

である。また“考測”には欽天監正の明安図が従事している。

『御製律呂正義』 5巻は“古今楽律の大成”の書である("文淵閣本因前

提要")。大成の名に恥じず、上編 2巻においては最新の理論にもとづく消朝

十四律の制（正律審音）を購じ、下編 2巻においてはそれに則る楽器の製作

理論（和声定楽）を説いている。だが同害は、ただ経学的な伝統に則って音

響物理学的な考察に古典学歴史学的な考察を重ね、それによって打胆朝200年

にわたる楽律の正統理論を構築するばかりではない。続編 1巻においてはほ

んらい体系を異にするヨーロッパ音楽の記譜規則（協均度曲）を記し、その

外国の楽律理論を“経史の載する所の律呂宮調”に証し、 “陰陽二均高低字

譜に分配す”る("続編総説")ことによって、消朝楽律の制に収倣ないし統
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